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計保安 - 1

〔６〕 保安林解除申請図書作成業務等委託積算基準

１． 適用範囲

この積算基準は、保安林の解除手続き及び国有林野の使用申請等下記の業務を委託する場合に適用するもの

とする。

(１) 保安林解除手続き関係の書類作成業務

(２) 自然公園法に基づく協議図書作成業務

(３) 国有林使用申請に関する書類作成業務

(４) 保安林内行為申請書作成業務

２． 業務委託費

(１) 委託費の構成の積算は、「土木設計業務等積算基準」に準じる。
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計保安 - 2

(２) そ の 他

ア．成果品作成に係る事務用品費、製図費、青写真謄写費、及び印刷等の費用は、直接人件費（製図工を含

まない）の１０％を標準とする。

イ．歩掛の補正について

ａ 延長による補正

分類 ０.３ｋｍ ０.７ｋｍ １.３ｋｍ ２.０ｋｍ ３.０ｋｍ

０.３ｋｍ 以上 以上 以上 以上 以上 ４.０ｋｍ

未満 以上
０.７ｋｍ １.３ｋｍ ２.０ｋｍ ３.０ｋｍ ４.０ｋｍ

区分 未満 未満 未満 未満 未満

％ ％ ％ ％ ％ ％
補 正 値 －３０ －２０ ０ ＋３０ ＋５０ ＋８０ 適 宜

注）延長により本補正値を適用するのが不適当と認められる場合には、実状にあわせて適宜補正して運用する

ものとする。

ｂ 地形による補正

地 形 割 増 率

平 地 －１５％

丘 地 ０

急 峻 山 地 ＋２０％

注）地形については、「測量調査歩掛」に準じて判断するものとするが、一般に下記による。

平 地 ： 平坦な地域で線形工法が単純な場合。

急 峻 山 地 ： 急峻な地形、高山地帯で線形、工種、工法等が複雑な場合。

丘 地 ： ゆるやかな起伏のある地形、あるいは線形、工法等が上記の中間

と考えられる場合。

注）１．この算定基準は、保安林解除申請及び国有林野の貸付申請手続き関係書類作成に係る歩掛の

基準を示したものであり、特別な条件により本歩掛を適用することが不適当と認められる場合

は、別途積算することが出来るものとする。

２．本業務に使用する資料等は貸与するが、受理する側の基準に適合させる為の、軽微な設計の

手直しを含むものとする。

３．申請及び協議に係る書類の作成部数は、所轄関係機関と打ち合わせのうえ適宜定めるものと

する。

４．「国有林野貸付申請利用承認書」及び「保安林内行為申請図書」作成の内、原本作成歩掛は

国有林野貸付申請図書作成単独業務の場合に適用するものとし、「保安林解除申請書」作成と

同一業務（同一区間）の場合は、（ ）内の数値を適用すること。

５．保安林解除申請に伴う「立木伐採届け出書」の作成業務は、「国有林野貸付申請書」作成歩

掛の複製を適用するものとする。

６．表中備考欄の＊マークは、当初の道路事業等の実施の場合、申請に必要な一般的な図書を示

す。積算に当たっては、必要書類等勘案の上、計上するものとする。
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計保安 - 3

３．標準歩掛

３－１ 保安林解除申請図書作成歩掛表

施 工 単 価 コ ー ド DXD73502～DXD73590 DXD73602～DXD73690

原 本 作 成 複 製 （１部）

区 分 主 任 備 考
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

技 師

１．現 地 確 認

２．現況写真・整理 ０.１ ０.２ ０.５ ０.１ ０.６ ＊

３．計 画 ・ 準 備

資 料 収 集 ０.３ ０.１ ０.２

４．計画書等作成

(１) 事 業 計 画 書 ０.１ ０.５ ０.５ ０.１ ＊

(２) 工 事 工 程 表 ０.１ ０.２ ０.１ ＊

(３) 工 事 設 計 書 ０.１ ０.２ ０.２ ０.１ ０.１

(４) 土 量 計 算 書 ０.１ ０.３ ０.５ ０.１ ＊

(５) 代 替 施 設 計 画 書 ０.３ ０.３ ＊

(６) 代 替 施 設 工 程 表

(７) 流 量 計 算 書 ０.１ ０.２ ０.２

(８) 安 定 計 算 書

５．申 請 書 作 成

申 請 理 由 書 ０.１ ０.５ ０.５ ０.１ ０.１ ＊

６．図 面 作 成

(１) 位 置 図 ０.１ ０.１ ０.２ ０.１ ＊

(２) 保安林解除調査地図 ０.５ ０.５ ０.５ ０.１ ０.２ ＊

(３) 事 業 計 画 図 ０.１ ０.５ ０.５ １.０ ０.６ ＊

(４) 全 体 計 画 図 ０.１ ０.３ ０.２

(５) 実施設計図（縦断図） ０.１ ０.１ ０.１

(６) 実施設計図（横断図） ０.２ ０.５ ０.２ ＊

(７) 実施設計図（構造図） ０.２ ０.２ ０.２

(８) 実施設計図（定規図） ０.１ ０.１ ０.３ ０.１

(９) 保 安 林 解 除 図 ０.３ ０.４ ０.３ ＊

(１０) 代 替 施 設 計 画 図

(１１) 集 水 区 域 図 ０.１ ０.２ ０.１

(１２) 代替施設実施設計図

(１３) 土 捨 場 平 面 図 ０.２ ０.５ ０.２

(１４) 土 捨 場 縦 断 図 ０.１ ０.１

(１５) 土 捨 場 横 断 図 ０.１ ０.５ ０.１

(１６) 土捨場施設構造図

(１７) 実測図及び面積計算簿 ０.１ ０.２ ０.１ ０.２ ＊

７．その他資料作成

８．製本・取りまとめ ０.１ ０.２ ０.２ ０.１ ０.２

９．審 査 ０.１ ０.１
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計保安 - 4

３－２ 自然公園法に基づく協議書作成歩掛表

施 工 単 価 コ ー ド DXD74001～DXD74090 DXD74103～DXD74190

原 本 作 成 複 製 （１部）

区 分 主 任 備 考
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

技 師

１．現 地 確 認 ０.６ ０.６

２．計 画 ・ 準 備

資 料 収 集 ０.１ ０.１

３．申 請 書 作 成

理 由 書 ０.１ ０.６ ０.１ ０.１ ＊

４．位 置 図 ０.１ ０.１ ＊

５．概況図(５千分の１協議図） ０.６ ０.２ ＊

６．現況写真（カラー） ０.１ ０.２ ０.４ ０.１ ０.３ ＊

７．施 設 の 図 面 ＊

(１) 説 明 図 ０.２ ０.６ ０.２ ＊

(２) 平 面 図 ０.１ ０.６ ０.９ ０.２ １.０ ＊

(３) 立 面 図 ０.１ ０.３ ０.１

(４) 縦 断 図 ０.１ ０.１ ０.１ ＊

(５) 横 断 図 ０.２ ０.４ ０.２ ＊

(６) 定 規 図 ０.１ ０.３ ０.１ ＊

(７) 構 造 図 ０.２ ０.２ ０.２ ＊

(８) 給 排 水 計 画 図 ０.１ ０.１

８．工 事 設 計 書

(１) 事 業 費 内 訳 書 ０.２ ０.２ ０.１ ０.１ ＊

(２) 工 事 工 程 表 ０.１ ０.２ ０.１ ＊

(３) 土 量 計 算 書 ０.１ ０.４ ０.４ ０.１ ＊

(４) 法面工面積計算書 ０.２ ０.２ ０.１ ＊

(５) 流 量 計 算 書 ０.１ ０.２ ０.２ ＊

(６) 流出土砂量計算書

９．保全施設計画書

(１) 構 造 図

(２) 土 捨 場 平 面 図

(３) 土 捨 場 縦 断 図

(４) 土 捨 場 横 断 図

(５) 土捨場施設構造図

１０．実測図及び面積計算書 ０.１ ０.２ ０.１ ０.２ ＊

１１．そ の 他 資 料 ０.１ ０.１ ０.１

１２．取りまとめ、製本 ０.１ ０.２ ０.１ ０.１ ０.１ ０.２

１３．審 査 ０.１ ０.１
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計保安 - 5

３－３ 国有林野利用承認書・貸付申請書作成歩掛表

施 工 単 価 コ ー ド DXD74502～DXD74790 DXD74602～DXD74890

原 本 作 成 複 製 （１部）

区 分 主 任 備 考
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

技 師

１．現 地 確 認

０.２ ０.２２．現況写真・整理 ０.３ ＊
( ０) (０.４)

３．計 画 ・ 準 備

０.４ ０.１ ０.２資 料 収 集
( ０ ) ( ０) ( ０)

４．計画書等作成

０.１ ０.２ ０.４(１) 事 業 計 画 書 ０.１ ＊
( ０ ) ( ０) (０.２)

０.１ ０.２(２) 工 事 工 程 表 ０.１ ＊
( ０) (０.１)

０.１(３) 工 事 費 内 訳 表 ０.１ ＊
( ０ )
０.１(４) 土 量 計 算 書 ０.１
( ０ )

０.４ ０.３(５) 代 替 施 設 計 画 書 ０.１ ＊
( ０) (０.２)

(６) 代 替 施 設 工 程 表

(７) 流 量 計 算 書

(８) 流出土砂量計算書

(９) 安 定 計 算 書

５．申 請 書 作 成

０.１ ０.６ ０.４申 請 理 由 書 ０.１ ＊
( ０ ) ( ０) ( ０)

６．図 面 作 成

０.１ ０.１(１) 位 置 図 ０.１ ＊
( ０) (０.１)

０.４ ０.４ ０.３(２) 国有林貸付調査地図 ０.１ ０.２ ＊
( ０) (０.１) (０.２)
０.６ ０.６ ０.９(３) 事 業 計 画 図 ０.２ ０.６ ＊
(０.１) (０.２) (０.６)

０.１ ０.２(４) 全 体 計 画 図 ０.２
(０.１) (０.２)
０.１ ０.１(５) 実施設計図（縦断図） ０.１ ＊
(０.１) (０.１)
０.２ ０.４(６) 実施設計図（横断図） ０.２ ＊
( ０) (０.２)
０.２ ０.２(７) 実施設計図（構造図） ０.２
( ０) (０.２)
０.１ ０.３(８) 実施設計図（定規図） ０.１ ＊
( ０) (０.１)

(９) 保 安 林 解 除 区

(１０) 代 替 施 設 計 画 図

(１１) 集 水 区 域 図

(１２) 代替施設実施設計図

(１３) 土 捨 場 平 面 図

(１４) 土 捨 場 縦 断 図

(１５) 土 捨 場 横 断 図

(１６) 土捨場施設構造図

０.１ ０.２(１７) 実測図及び面積計算書 ０.１ ０.２ ＊
(０.１) (０.２)

７．その他資料作成

０.１ ０.２ ０.２８．製本・取りまとめ ０.１ ０.２
(０.１) (０.２) (０.２)

０.１９．審 査 ０.１
(０.１)
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計保安 - 6

３－４ 保安林内行為申請図書作成歩掛

施 工 単 価 コ ー ド DXD75511～DXD75590 DXD75611～DXD75690

原 本 作 成 複 製（１部）

区 分 備 考
主任技師 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技術員 技 師 Ｂ 技術員

１．計画書等作成

０.１ ０.６ ０.４
(１) 事 業 計 画 書 ０.１ ＊

( ０ ) ( ０ ) (０.１)

０.１ ０.２ ０.１
(２) 工 事 工 程 表 ０.１ ＊

( ０ ) ( ０ ) (０.１)

０.１ ０.２ ０.２
(３) 工 事 設 計 書

( ０ ) ( ０ ) ( ０ )

(４) 現 況 写 真 整 理

０.１ ０.４ ０.４
(５) 土 量 計 算 書

( ０) ( ０ ) ( ０ )

０.１ ０.２ ０.５
２．申 請 書 作 成 ０.１ ＊

( ０ ) ( ０ ) (０.１)

３．図 面 作 成

０.１ ０.１ ０.２
(１) 位 置 図 ０.１ ＊

( ０ ) ( ０ ) (０.１)

０.２ ０.２ ０.４
(２) 保安林内行為申請書 ０.２ ＊

( ０ ) ( ０ ) (０.２)

０.１ ０.６ ０.４
(３) 事 業 計 画 図 ０.６ ＊

( ０ ) ( ０ ) (０.６)

０.２ ０.４
(４) 実施設計図（横断図） ０.２ ＊

( ０ ) (０.２)

０.２ ０.２
(５) 実施設計図（構造図） ０.２

( ０ ) (０.２)

０.１ ０.１ ０.３
(６) 実施設計図（定規図） ０.１

( ０ ) ( ０ ) (０.１)

０.４ ０.３
(７) 実施設計図（求積図） ０.４ ＊

( ０ ) (０.４)

０.１ ０.２
４．製本とりまとめ ０.２

( ０ ) (０.２)

０.１
５．審 査 ０.１

(０.１)
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計発支 - 1

〔７〕発注者支援業務等

１．施工管理業務

１－１ 適用範囲

この基準は、北海道建設部の施工する請負工事の施工管理に係る業務を委託する場合に適用する。

１－２ 業務委託の内容

(１) 業務内容

業務担当員（工事監督員）の行う設計または監督の補助業務で、その都度報告書を提出し打合せを

行うものとする。

業務内容については、以下のとおり

１）設計に関する業務

ア 設計変更の積算に必要な現場条件等の調査に関する事項

イ 設計変更の積算に必要な図面その他の資料作成に関する事項

２）監督に関する業務

ア 工事の契約図書等で施工方法、規格などの基準が定められている工事の出来高、品質及び工程管理等

の業務。

イ 当該工事の監督員と現場代理人との連絡に関する業務。

ウ その他必要に応じ、次の業務を行う。

・工事契約の変更に関する業務

・地元関係機関等との協議に関する業務

・工事検査に必要な資料の作成に関する業務

１－３ 業務委託の積算

委託費の積算は、「土木設計業務等積算基準」に準じる。
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１－４ 標準歩掛

(１) 直接人件費の算出

１）一般的な業務の場合

施工管理業務を行う技術者は「技師（Ｂ）」とし、次表を標準とする。

1-4-1 外業（一般的な業務）

施工単価コード DXD80000

（１現場３時間程度）１回当り

片道距離 ２ｋｍ １２.５ｋｍ ３０ｋｍ ６０ｋｍ １００ｋｍ １２５ｋｍ
以上 以上 以上 以上 以上 以上

～ ～ ～ ～ ～ ～ 摘 要

１２.５ｋｍ ３０ｋｍ ６０ｋｍ １００ｋｍ １２５ｋｍ １５０ｋｍ
現場数 未満 未満 未満 未満 未満 未満

１ ０.５１人 ０.５９人 ０.７１人 ０.９６人 １.１１人 １.１９人

２ ０.９８人 １.０４人 １.１８人 － － －

注）１．１回当りの業務は、日帰りの行程である。

２．工事監督員への報告を含む。

３．片道距離は、積算起点から出張所等を経由して現場までの距離を標準とするが、これによ

りがたい場合（出張所を経由すると日帰りできなくなる場合等）は別途考慮する。

４．現場数２の適用は、１行程で２現場の施工管理が可能の場合である。

1-4-2 内業（一般的な業務）

施工単価コード DXD80200

０.６人／回（業務内容に応じて増減することができる。なお、１回当りの業務時間は

４時間程度を想定している）

(２) 直接経費（率）＝（直接人件費）×１０％ とする。

(３) 業務打合せ

注）中間打合せは、適宜増減することができる。

(４) 外業の旅費・交通費は、「総則 〔２〕積算基準 １－３－１ 旅費交通費の率を用いた積算（宿泊、

滞在を伴わない業務の場合）」により計上することを原則とするが、これによらない場合は「総則

〔２〕積算基準 １－３－３ 旅費交通費の率を用いない積算」（施工単価コード：DXD97670）により、

委託期間内の必要分を計上する。
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２．交付申請等に係る資料作成業務

２－１ 適用範囲

この積算基準は、北海道建設部において交付申請図書や設計図書（変更含む）作成等のため、具体的な作業

の指示により簡易な図面作成、数量算出、仮設検討等必要な業務を行う場合に適用する。

２－２ 業務委託費の積算

業務委託費の積算は、「土木設計業務等積算基準」に準じる。

２－３ 業務の成果品

① 成果品一覧表：１部（図面及び調書等の名称と各作成部数の一覧表）

② 図 面：１式

③ 数量調書：１式

④ その他作成資料：１式

２－４ 適用歩掛

標準歩掛を参考とするなど業務実態に対応した歩掛の適用を基本とするが、参考歩掛表によっても差し支え

ないものとする。

２－５ 旅費交通費

業務の内容によって、打合せ及び宿泊の必要がある場合は、旅費・交通費を加算するものとする。
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２－６ 参考歩掛表

2-6-1 図面作成・数量算出等

施工単価コード DXD81001 ～ DXD81005

（１ｋｍ当り）

区 分 直 接 人 件 費 （ 技 術 員 ）

摘 要
縦断図 横断図 平面図 土工数量 構造物数量

種 別 合 計
作 成 作 成 作 成 計 算 算出・写図

道路改良
Ａ ２.０ ４.５ １.５ ３.０ ４.０ １５.０
（含特１）

全断面掘削の場合は、最大
Ｂ 舗 装 １.０ ２.５ ０.５ １.５ ２.０ ７.５ 値を道路改良の値までとる

ことができる。

・単独費を加えて拡幅する
場合は、縦断図・構造物を
除いて道路改良の９０％ま

Ｃ 凍 雪 害 １.２ ２.７ ０.８ １.８ ２.５ ９.０
でとることができる。
・交通安全を含む場合は、
縦断図・横断図を除いて道
路改良の１００％までとる
ことができる。

特改四種 単独費を加えて拡幅する場

Ｄ ０.６ １.３ ０.４ ０.９ １.３ ４.５ 合は、縦断図・構造物を除
いて道路改良の９０％まで

交通安全 とることができる。

構造物については、河川部
Ｅ 河 川 １.８ １.５ ２.３ １.９ 注）４ ７.５ 門の該当する歩掛を参照し

て定める。

Ｆ 漁 港 ３.０ １１.０ ７.０ － １４.０ ３５.０ 詳細図等の作成を含む。

注）１．図面作成歩掛には、修正、型入、着色、青焼、図面折り等を含む。

２．業務内容に応じて増減することができる。

３．設計変更作成歩掛は上記歩掛×０．７とする。

４．数量算出等に以下が必要な場合は、別途計上できる。

河川

・護岸工については「設計業務等標準積算基準書 第３編 第２章 土木設計業務等標準歩掛 １４－

３－３ 護岸詳細設計歩掛 数量計算」を計上すること。

・護岸工の仮締切等について転用計画や施工時期による仮設流量（仮設水位）の再考により

検討が必要な場合は「設計業務等標準積算基準書 第３編 第２章 土木設計業務等標準歩掛 １４－

３－３ 護岸詳細設計歩掛 仮設計画」を計上できる。

５．参考歩掛の図面作成・数量算出等の他に別途必要な業務を計上する場合は、業務実態に対応した

歩掛を別途計上することができる。
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2-6-2 型入・着色等

施工単価コード DXD81201 ～ DXD81204

（単位：人／１０枚）

区 分 職 種 平面図 縦断図 横断図 作工図 備 考

型 入 ０.４５ Ｂ２(５００ｍｍ×７００ｍｍ）

着 色 １．１ ０.２ ０.２ １枚（横寸法１～１.５ｍ）
技術員

青焼及び
０.１２

図面折り

注）１．型入の原図規格はＢ２(５００ｍｍ× ７００ｍｍ）を標準としているので、それ以外のも

のは、原図の大きさによりＢ２を基準として増減すること。

２．着色、青焼及び図面折りは横寸法１～ １.５ｍの図面を標準としているので、それ以外の

ものは、図面の大きさにより図面横寸法１～ １.５ｍを基準として増減すること。

３．業務内容に応じて増減することができる。
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３．現場技術業務

３－１ 適用範囲

この積算基準は、北海道建設部が所管する土木工事に係る現場技術業務を委託する場合に適用する。

３－２ 業務委託費

３－２－１ 業務委託費の構成

直接人件費

直接原価
事務用品費

直接経費

業務原価 旅費交通費等

業務用事務室損料、備品等

業務価格 電算機使用経費

その他
その他原価

業務委託費 間接原価

一般管理費等

消費税相当額

３－２－２ 業務委託費構成費目の内容

イ 直接原価

（イ）直接人件費

直接人件費は、業務処理に従事する技術者の人件費とする。

（ロ）直接経費（積上計上分）

直接経費は、業務処理に必要な経費のうち次のａからdまでに掲げるものとする。

ａ 事務用品費

ｂ 旅費交通費等（業務用自動車損料、燃料費及び運転手賃金含む）

ｃ 業務用事務室損料及び備品等

ｄ 電算機使用経費

（ハ）直接経費（積上計上するものを除く）

直接経費（積上計上分）以外の直接経費とする。

ロ 間接原価

当該業務担当部署の事務職員の人件費および福利厚生費、水道光熱費等の経費、オンライン電子納品

に要する費用、情報共有システムに要する費用（登録料及び利用料）、PC等の標準的なOA機器費用

（BIM/CIMに関するライセンス費用を含む）とする。

※その他原価は、直接経費（積上計上するものを除く）及び間接原価からなる。

ハ 一般管理費等

業務を処理する建設コンサルタント等における経費等のうち直接原価、間接原価以外の経費。

一般管理費等は、一般管理費及び付加利益よりなる。
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（イ）一般管理費

一般管理費は、建設コンサルタント等の当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業

員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告

宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。

（ロ）付加利益

付加利益は、当該業務を実施する建設コンサルタント等を、継続的に運営するのに要する費用で

あって、法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息及び割引料、支払保証

料、その他の営業外費用等を含む。

ニ 消費税相当額

消費税相当額は、消費税相当分を積算するものとし、業務価格に消費税の税率を乗じて得た額とす

る。

３－３ 業務委託費の積算

イ 業務委託費の積算方法

業務委託費＝（業務価格）＋（消費税相当額）

＝〔｛（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）｝＋（一般管理費等）〕

×｛１＋（消費税率）｝

ロ 各構成費目の算定

（イ）直接人件費

当該現場技術業務に従事する技術者の基準日額については、２－３ 標準歩掛による。

（ロ）直接経費

直接経費は、１－２－２のイの（ロ）の各項目について実費を積算し、次により積算する。

ただし、事務用品費、業務用事務室損料及び電算機使用経費は業務遂行上特に必要で特記仕様書

に明記した場合に計上する。

ａ 事務用品費

事務用品費が必要となる場合に計上するものとする。

なお、北海道土木工事共通仕様書その他現場に必要な専門図書は、その他原価に含まれる。

ｂ 旅費交通費等

旅費交通費は、総則 〔２〕積算基準 １－３ 旅費交通費に準じて積算する。

なお、通勤により業務を行う場合は、直接人件費に対し、下記表の率を乗じた額を旅費交通費等

として積算すること。

往復旅行時間にかかる直接人件費は積算上含まれているため、別途計上しない。

旅費交通費等 旅費交通費等の上限（千円）

直接人件費の４．１５％ －

（注）旅費交通費等の率は、打合せ、現地確認、段階確認、工事検査等への臨場の費用とする。

ｃ 業務用事務室損料及び備品等

発注者施設を無償使用する場合は計上しないものとする。

ｄ 電算機使用経費

電算機リース料等、必要に応じて計上するものとする。

※ａ～ｄのほか、電子成果品作成費が必要となる場合は、別途計上するものとし、その他の費用に

ついては、その他原価として計上する。
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（ハ）その他原価

その他原価は、次式により算定して得た額とする。

（その他原価）＝（直接人件費）×α／（１－α）

ただし、αは業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であり、２５

％とする。

（ニ）一般管理費等

一般管理費等は、次式により算定して得た額とする。

（一般管理費等）＝（業務原価）×β／（１－β）

ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、３５％とする。

（ホ）消費税相当額

消費税相当額は、業務価格に消費税の税率を乗じて得た額とする。

３－４ 変更の取扱い

業務委託の変更は、次の各号に基づいて行うものとし、次の式により算出する。

現業務委託価格
新 業 務 委 託 価 格 ＝ 新 業 務 価 格 ×
（落札率を乗じた額） 現 業 務 価 格

新 業 務 委 託 料 ＝ 新 業 務 委 託 価 格 × （１＋消費税率）
(落札率を乗じた額)

（注）１．新業務価格は，当初設計と同一方法により積算する。

２．現業務委託価格・現業務価格は、消費税相当額を除いた額とする。

イ 直接人件費

直接人件費は、業務内容（業務対象工事件数等）の変更に応じて変更する。

ロ 直接経費

（イ）事務用品費

事務用品費は、業務内容や使用する機器類の使用期間の変更に伴い変更を行う。

（ロ）業務用自動車損料、燃料費及び運転手賃金

業務用自動車損料、燃料費及び運転手賃金等は、設計補助業務及び現場補助業務等に業務用自動車

を使用する場合において、工事履行箇所の増減、日数等の変更があった場合に変更を行うものとする。

（ハ）旅費交通費

旅費交通費は、業務内容の変更に伴い当初設計の旅費交通費が変わる場合に変更する。

ハ その他原価及び一般管理費等

その他原価及び一般管理費等は、直接人件費等の変更に伴い変更を行う。
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３－５ 業務内容

イ 打合せ

業務の実施にあたり、業務担当員と管理技術者は、業務着手時及び業務完了時に、業務の全体計画等に

打合せを行うことを基本とする。

また、業務履行期間中、業務担当員と管理技術者については定期的な打合せを行うことを基本とし、打

合せの頻度等は設計図書によるものとする。

なお、定期的な打合せについては、業務着手時及び業務完了時の打合せと兼ねることが出来る。

ロ 工事管理

現場技術業務共通仕様書による。

ハ 指揮・監督業務

現場技術業務共通仕様書による。

３－６ 標準歩掛

標準歩掛は以下のとおりとする。

イ 打合せ 施工単価コード DXD82001

（１月当り）

作 業 区 分 単 位 数 量 職 階 備 考

定例打合せ 人 １.２ 技師（Ａ） 移動時間を含む。月２回/を標準とする。

（注）１．打合せには、打合せ議事録の作成時間及び移動時間（片道所要時間１時間程度）を含むもの

とする。
２．打合せには、電話、電子メールによる確認等に要した作業時間を含むものとする。

３．担当技術者の歩掛は、基準日額の計算に含む

４．打合せ回数は、必要に応じて変更できる。

ロ 現場技術業務

（イ）業務計画 施工単価コード DXD82002

（１業務当り）

作 業 区 分 単 位 数 量 職 階 備 考

業務計画 人 １．４ 技師（Ａ） 担当技術者の歩掛は、基準日額の計算に含む。

（ロ）工事管理 施工単価コード DXD82003

（１工事当り）

作 業 区 分 単 位 数 量 職 階 備 考

工事管理 人 ０．４ 技師（Ａ） 工事書類、関係書類の確認を対象とする。

（注）管理技術者を対象とする。
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（ハ）設計補助業務及び現場補助業務

施工単価コード DXD82004

（１月当り）

作 業 区 分 単 位 数 量 備 考

指揮・監督業務 人 １.１ 技師（Ａ）

想定される担当技術者が２人以下の場合は、０.５を乗じる。

担当技術者 式 １.０ 業務内容が標準的でない場合は、別途考慮するものとする。

なお、人件費の計算は次式による

直接経費 式 １.０

（注）１．指揮・監督業務については管理技術者を対象とする。

２．担当技術者については、以下のとおりとする。

・担当技術者（式/月） ＝ 基準日額× 必要人数（１日当り）×１９.５人/日・月＋ 超過業

務標準相当額

・担当技術者の基準日額は技師（Ｃ）相当を標準とする。但し、業務内容が標準的でない場合

は別途考慮するものとする。

・必要人数は、業務対象工事量を考慮し決定するものとする。

・超過業務標準相当額の積算は、担当技術者の時間外給与月当たり３０時間相当分を計上する

ことを標準とする。

・なお、超過業務時間あたり単価は次式による。

１
超過時間あたり標準単価 ＝ 基準日額 × × Ａ × Ｂ
（落札率を乗じた額） ８

ただしＡ、Ｂは以下の通りとする。

１２５
Ａ ＝ Ｂ ＝ 割増対象賃金比

１００

３－７ 留意事項

イ 直接人件費について

委託期間を月数単位（少数１位止め、第２位４捨５入）で参考明示し、定例打合せ及び担当技術者の費用

は月額単価で積算する。なお、冬期屋外作業の歩掛補正は行わない。

ロ 電子計算機等（パソコン等）の持ち込み費用について

在庁型の業務であって、受注者が電子計算機等（パソコン等）を用意する必要のある業務については、受

注者が用意すべき事務用品として特記仕様書に明記し、直接経費の事務用品費として積算計上すること。

なお、パソコンリース料・プリンタリース料は「単価コード表」を適用する。

また、インターネットの使用料及び、その他の機器、ソフト等の導入が必要な場合は、別途考慮すること。

ハ 旅費交通費について

（イ）担当技術者が滞在して業務を行う場合

①出発基地から滞在地までの交通費は、原則として月４往復を下記により積算する。

１月当たり交通費＝［｛運賃＋特急料（急行料）÷（１＋消費税率）｝×４往復
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片 道 距 離 摘 要

１００ｋｍ以上 特急料 注）ＪＲのない場合は、既存の公共交通機関

５０ｋｍ以上 急行料 により積算すること。

②宿舎から業務場所までの通勤費は計上しないものとする。

③業務場所から工事履行場所等までの往復は業務用自動車により行うものとし、４.（１）による。

④旅行雑費、宿泊雑費及び宿泊料は、設定した乗り込み日から起算して滞在日数分計上すること。

⑤普通旅費による基準日額は計上しない。

（ロ）管理技術者が業務場所へ出向くのに必要な旅費交通費の計上対象工種は、「打合せ」（２回/月を標

準）のみとする。

（ハ）管理技術者の打合せ日数、出発基地から業務場所までの旅費交通費は下記による。

・打合せ日数 ０．６日／回（片道所要１時間程度の移動時間を含む）

・旅費交通費 土木事業委託積算基準 総則 〔２〕積算基準 １－５ 設計（打合せ）協議に伴う旅費交通

費を準用するものとする。

（ニ）業務打合せの回数を特記仕様書に明示するものとする。

ニ 業務用自動車損料、運転費等

（イ）業務に必要な自動車は、次の①～③により積算する。

①土木事業委託積算基準 総則〔２〕積算基準 １－３－３ライトバン運転費を準用するものとする。

②運転労務費は、担当技術者が直接運転するものとして計上しない。

③運転対象日数は、必要日数を計上するものとする。

なお、業務内容に応じて自動車使用日数を設定できることとし、その場合は日数を公示し業務内容の変

更に伴い変更できることとする。

ホ 担当技術者の旅費交通費の起算点について

担当技術者の旅費交通費の起算点については、現場技術業務積算基準１．総則 １－３業務委託費の積

算 ロ各構成費目の算定 （ロ）直接経費 ｂ旅費交通費等の「出発基地」とする。

ヘ 旅費交通費の基準日額について

旅費交通費の基準日額は、直接人件費として、「その他原価」算出の対象とする

ト 民間用北海道土木工事設計積算電算システムを使用する場合において

在庁型の業務であって、受託者に民間用北海道土木工事設計積算電算システムを使用した業務を行わせ

る場合にあっては、直接経費の事務用品費としてフレッツVPNの接続に要する以下の費用を積算計上するこ

と。

（初期費用・無線） （月額費用・無線）

・モバイル接続サービス基本工事費 ・モバイル接続サービス

・モバイル接続サービス交換機等初期工事費 ・IIJモバイルサービス定額プラン料

・モバイル回線設定登録費 ・IIJモバイルサービス端末レンタル料

・IIJモバイルサービス登録手数料

（その他費用・無線）

・IIJモバイルサービス最低利用期間内解除調定金（利用期間が２年未満）

・積算システム登録・運用費
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